
令和６年 11月 6 日 

 

会 員 各 位                          

 

茨城県剣道道場連盟 

会長 雨谷 益水 

（公印略） 

 

第３回 茨城県学年別少年剣道選手権大会 

 

茨城県剣道道場連盟事業の新規事業として、県内の小･中学生を対象に、剣道の正しい普及と心

身の錬磨並びに相互の親睦を図り、剣道を通じて日本の将来を担う少年の健全育成に資するため、

下記要項にて開催します。 

記 

１．主  催  茨城県剣道道場連盟 

２．主  管  十王町武道振興会 

３．後  援  (一財)全日本剣道道場連盟、(一財)茨城県剣道連盟 

４．日  時  令和 7 年 2 月 2 日（日） 午前９時 00分 開会 

５．場  所  リリーアリーナMITO（青柳公園体育館） 

 水戸市水府町 864-6 Tel 029-221-6931 

６．参加資格 ・本連盟加入の道場から、下記の各部門 3 名以内（いずれかの部門のみでも可）。 

        部門：①小学１年生男女 ②小学２年生男女 ③小学３年生男女 

④小学４年生男女 ⑤小学５年生男子 ⑥小学５年生女子 

⑦小学６年生男子 ⑧小学６年生女子 ⑨中学１年生男子 

⑩中学１年生女子 ⑪中学２年生男子 ⑫中学２年生女子 

        ・令和 6 年度会員章（ワッペン）を装着し、所属道場名を表示した名札（ゼッケ

ン）を使用する（「〇〇中」等は認めない）。 

        ・本大会の結果は、令和 7年度の茨城県選手権大会のシードを決める際に参考と

します。 

７．試合方法 ・全日本剣道連盟の剣道試合・審判規則により実施する。 

       ・試合は、小学生 1 年生～4 年生（男女混合）、小学生 5年～中学 2年生は男女

別に試合を行う。 

       ・組合せは、事務局の責任において決定する。 

        ・試合時間は小学生 2 分、中学生 3 分、３本勝負とし、勝敗の決しない場合は

「判定」により勝敗を決する。但し、準決勝（ベスト４）からは時間内に勝敗

が決しない場合は 2 分間の延長戦を行い勝敗の決するまで行う。 

※ 本大会の判定基準は、別紙１のとおりとする。 

                            【裏面へ続く】 

 

８．申込方法  申込期限：令和 6 年 12 月４日（水）  



注：準備の都合上、締切り後は一切受付けません。 

        試合参加者申し込み、及び審判員のご推薦については、茨道連のホームページ

から行ってください。 

９．参加料等  （1）参加料 １,５００円／１人（11/4（水）までにお振り込み下さい） 

（2）参加料の振り込み方法  

①同封の振込用紙にて振り込む。 

②他の金融機関から振り込む。 

支店名：〇一九店 口座番号：613134  

当座預金 名義：茨城県剣道道場連盟 

１０．審判員の協力依頼 

本大会に審判員としてご協力いただける、審判技術に精通した先生（５段以上

で 70 才未満）を、ご本人の承諾を得てご推薦下さい。（審判員名簿について

は HP 掲載） 

１１．安全対策  監督は選手の健康管理に配慮下さい（主催者は応急処置のみ対応）。 

１２．そ の 他  （1）前年度優勝者は、優勝カップ返還をお願いいたします。前年優勝者が 

欠席する場合は、該当道場が責任をもって代理者での返還をお願いいた

します。 

         （2）大会の詳細、及び審判員名簿については、令和７年１月 20 日までに茨   

道連のホームページに掲載いたします。 

（3）道場連盟会員登録（ワッペン）がまだ済んでいない選手がいる場合は、

同封の申し込み用紙（「登録ワッペン総括表」、「登録ワッペン申込名簿」）

に所定の記入事項を書いて、〒311-0509 常陸太田市上深荻町 665 

弓野政人宛 に郵送ください。 

１３．問合せ先  茨道連 事務局 弓野政人 携帯番号：090-8644-7641 

注：仕事の都合上、電話に出られない場合もありますので、上記携帯電話番号

ショートメールにて要件をお送りいただければ、後日連絡を差し上げます。 

 

以 上 



 

別紙１ 

茨城県学年別少年剣道選手権大会判定基準 

 

勝利を意識し「競技化」した試合を、剣道の原点である「武道」に回帰する

一環として、「引分け」を無くし、「判定」で勝敗を決するための基準である。 

幼少年を育成する道場連盟は、技の優劣以前の「積極的な攻め技」を優先し、

正しく強い剣士を養成することを目的とする。 

全日本剣道道場連盟申し合わせ事項として、積極性及び姿勢態度を重視し総

合的に判断する。 

 

【判定の要件】 

１．試合態度の良否 

①積極性：一本に近い技・打ちが、正しい姿勢から積極的に出されていること。 

②姿勢態度：一本に近い技の後、「逃げの姿勢」・「時間の空費」となるような試合 

態度であってはならない。 

2．技能の優劣及び反則の有無 

総合的な判断による（反則の有無を即判定の材料としない）。 

 

 


